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第１回ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会 

平成２８年３月１８日 

 

 

【事務局】  定刻となりましたので、第１回ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実

験に関する検証検討会を開催いたします。 

 本日は皆様ご多忙のところ、ご出席くださいまして、誠にありがとうございます。 検

討会の開催に当たりまして、国土交通省海堀建設流通政策審議官よりご挨拶を申し上げま

す。 

【海堀審議官】  皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました国土交通省建設

流通政策審議官をしております海堀でございます。 

 本年年度末の大変お忙しい時期に会議を開催させていただきまして、大変恐縮でござい

ます。今回、第１回目のＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会

ということで開催させていただきましたところ、皆様にご出席いただき、ほんとうにあり

がとうございます。 

 会議開催に先立ちまして、これまでの経緯などを簡単にご説明させていただきます。本

日の検討会でございますが、昨年の１月にＩＴ重説についての検討会の最終取りまとめが

行われまして、それを受けての会議開催ということでございます。このＩＴ重説の検討会

でございますが、今日もオブザーバーでご参加いただいておりますが、政府全体で平成２

５年の１２月にＩＴ総合戦略本部におきまして、ＩＴ活用のアクションプランというのが

作られました。それを踏まえて、平成２６年の４月にＩＴ重説についての検討会を設置さ

せていただいたということでございます。 

 このＩＴ重説、特に不動産取引に係る重要事項説明、あるいは契約の書面交付といった

不動産手続全般にわたって、何がＩＴが活用できるのか、その際に何が留意事項があるの

かということを整理させていただいて、その結果、昨年の１月に、ＩＴを活用した重要事

項説明については一定の社会実験を行って、その社会実験の検証を踏まえて、今後具体的

な詳細を進めていこうということでございます。 

 この社会実験については、昨年平成２７年の８月末から既に開始をさせていただいてお

ります。その一定の実施結果も集まりましたし、アンケート、これは最初に実施後にアン

ケートを実施するとともに、その後、６カ月ぐらいたったらもう一回アンケートを実施す
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るということになっておりまして、これらを踏まえて今後、再度の検証をいただきますが、

とりあえず最初のアンケート結果も一定数集まったということで、本日開催に至った次第

でございます。 

 本格運用に向けましては、いわゆるＩＴ重説をどう考えるかということでございます。

既に、この後詳細はご説明させていただきますが、利用者の方々からは、当然一度は現地

確認などしているわけですが、その後の重要事項説明はもう一回お店へ行かなきゃいけな

いという手間がなくなって、この点、よかったんじゃないかという評価点も挙がっており

ます。 

 また、これはＩＴ重説にかかわらず、不動産取引については以前から重要事項説明ある

いは契約内容についてのトラブルがございまして、こういったものがＩＴを活用すること

によってどう変わるのか、変わらないのか。こういったことも十分吟味をしていかなきゃ

いけないということでございます。 

 消費者契約法などとあわせて、宅建業法にはクーリングオフから始まって、一定の規定

を法律上も明記させていただいておりまして、そういったことも踏まえて今後、ＩＴを活

用するという利便性の向上と、それから取引の安全・安心・公平性を確保するという２つ

の問題をうまく調和させ、解決していって、今後の取り組みを進めていきたいと思います。

社会実験の検証、それから本格運用への課題、今後の検討について、忌憚ないご意見をい

ただければということを冒頭お願い申し上げまして、私の簡単ではございますが挨拶とさ

せていただきます。 

 なお、私はこの後、国会対応のため、冒頭１５分か２０分程度で失礼させていただくこ

とをおわび申し上げます。どうか本日はよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】  それでは、初めに委員の先生方、オブザーバーの皆様についてご紹介申し

上げます。資料１に、開催要綱の別紙に名簿がございますので、その順に従いましてご紹

介させていただきます。 

 まず、日本賃貸住宅管理協会理事の稲葉様でございます。 

【稲葉委員】  よろしくお願いします。 

【事務局】  それから、東京都都市整備局の大村様です。 

【大村委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  弁護士の熊谷様です。 

【熊谷委員】  よろしくお願いします。 
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【事務局】  すいません、全日本不動産協会の加藤様です。 

【加藤委員】  加藤です。よろしくお願いします。 

【事務局】  それから、全国宅地建物取引業協会連合会の小林様です。 

【小林委員】  よろしくお願いします。 

【事務局】  全国住宅産業協会組織委員会委員長の小山様は、今日は欠席でございます。 

 ＥＣネットワーク理事の沢田様でございます。 

【沢田委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  上智大学経済学部准教授の杉谷様です。 

【杉谷委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  新経済連盟事務局長の関様代理で、小木曽様です。 

【関委員（小木曽代理）】  本日は関が出席できなくて申し訳ございません。よろしくお

願いいたします。 

【事務局】  それから、リクルート住まいカンパニー住まい研究所所長の宗様です。 

【宗委員】  宗です。よろしくお願いします。 

【事務局】  日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会の土田様です。 

【土田委員】  土田でございます。 

【事務局】  日本大学経済学部教授の中川様です。 

【中川委員】  中川です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】  不動産適正取引推進機構の村川様です。 

【村川委員】  よろしくお願いします。 

【事務局】  不動産流通経営協会の本橋様です。 

【本橋委員】  本橋でございます。 

【事務局】  不動産協会事務局長の森川様代理で、大西様です。 

【森川委員（大西代理）】  大西と申します。よろしくお願いします。 

【事務局】  それから、本日はオブザーバーで、内閣官房ＩＴ総合戦略室及び不動産流

通推進センターからお二方がおります。 

 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧いただけ

ますでしょうか。表紙に座席表がありまして、それから議事次第の次には、先ほどの資料

１の名簿があり、資料２、それから資料３、４、５、６、７、８。資料の８が３部に分か
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れております。それから資料の９ということでございます。皆様、ご確認いただけました

でしょうか。過不足ないでしょうか。 

 それでは、本検討会の座長でございますが、ＩＴを活用した重要事項説明等のあり方に

係る検討会に引き続きまして、中川先生にご就任をお願いいたしたく存じますが、皆様よ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局】  それでは、中川先生に座長をお願いしたく存じます。中川先生、よろしく

お願いいたします。 

 簡単なご挨拶をいただければと思います。 

【中川座長】  日本大学の中川でございます。海堀審議官のご挨拶にありましたように、

あり方を検討する委員会で大変お世話になりました。皆様、ほとんどのメンバーの方があ

り方の検討会から今回もご就任いただいているということで、どうぞ引き続きよろしくお

願いいたします。 

 海堀建流審からご挨拶ありましたように、効率性、それから生産性、それと消費者の安

全性を調和させるということが非常に重要なテーマとして、あり方検討会でも議論された

わけですけれども、その中で、社会実験という一定の方向性が出されたと。消費者保護が

非常に重要な、こういう不動産取引の分野においても、リスクがあるからとか、何か心配

事があるからできないということではなくて、生産性ですとか効率性とかそういったもの

も踏まえて、社会実験という手法自体が取り入れられたというのは、非常に画期的なこと

ではないかなと思っています。 

 そういう意味で、今回の検証検討会の結果というのは、不動産政策だけではなくて、日

本の政策の企画立案を考えるに当たっても、非常に重要な委員会ではないかなと思ってい

ます。あり方を検討した検討会に引き続き、皆様方から積極的なご意見を賜れればと思っ

ております。どうぞまたよろしくお願いいたします。 

【事務局】  それでは、議事に入りたいと思いますので、記者の皆様による頭撮りはこ

れをもって終了させていただきます。撮影の方はご退席をお願いできればと思います。 

 事務局からの進行はここまでといたしまして、以後の議事につきましては、中川座長に

議事進行をお願いいたしたく存じます。中川座長、それではよろしくお願いいたします。 

【中川座長】  それでは、お手元の議事次第の議事に従って進めさせていただきます。 

 それでは、議事の１番目の検討会の設置について、事務局からご説明をお願いいたしま
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す。 

【奥田室長】  不動産業課の奥田でございます。私から説明させていただきます。資料

１をご覧いただければと思います。 

 ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会の開催要綱ということ

で、ご用意させていただいております。名称につきましては、今申したとおりです。目的

ですけれども、宅建業法に基づく重要事項説明のうち、賃貸取引及び法人間取引に係るも

のに限定してですが、ＩＴを活用して実施しております社会実験に関する結果を検証する

ということでございます。その結果の検証により、本格運用への移行の可否、それから個

人を含む売買取引に係る重説におけるＩＴの活用のあり方について検討する、ということ

が目的となっております。 

 それから、構成、会議、事務局等につきましては、前回のあり方検討会のところから大

きくは変わっておりませんので、簡単にご説明させていただきます。会議のところにござ

いますように、検討会、配付資料、議事録につきましては、原則として公開とさせていた

だきますので、事後、国土交通省のホームページにて公開という予定にしております。そ

の他、委員名簿等につきましては先ほどご紹介あったとおりでございますので、以上とさ

せていただきます。 

【中川座長】  ありがとうございました。特にという方がいらっしゃればと思いますが、

よろしいですかね。 

 それでは、議事の２、社会実験の概要について、資料に基づきまして事務局からご報告

をお願いいたします。 

【奥田室長】  社会実験の概要についてということで、資料の２、３、４を引き続きま

して説明させていただきます。 

 まず、資料２でございますけれども、先ほど建流審の挨拶でも述べさせていただいてお

りますので、簡単にさせていただきます。これまでのＩＴ重説のあり方に係る検討の経緯

ということでございますけれども、平成２５年６月に閣議決定されましたＩＴ国家創造宣

言というところで、対面・書面交付が前提とされているサービス、手続を含めまして、Ｉ

Ｔ利活用の裾野拡大の観点から、アクションプランを策定するということになりました。 

 これを踏まえまして検討が進められまして、平成２５年１２月、アクションプランとい

うのが総合戦略本部で決定されたということでございまして、その中で、不動産取引の重

説に関しましては、①でございますけれども、インターネット等を利用した対面以外の方
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法による重説につきまして、具体的な手法や課題への対応策に関する検討に着手というこ

とで、平成２６年中に結論を得る、必要な方策を講じるということになっております。 

 それから、今回の検討会の検証の範囲ではございませんけれども、②のほうで、交付書

面の電磁的方法による交付ということについての可能性についても検討を行うということ

が、あわせて述べられております。 

 このアクションプランに基づきまして、ＩＴを活用した重要事項説明等のあり方に係る

検討会ということを平成２６年４月に立ち上げまして、委員の皆様方にご検討を進めてい

ただいたというところでございまして、下のほうにありますように、その年の１２月に最

終取りまとめについて基本的に合意いただいた上で、平成２７年１月、最終取りまとめ公

表ということで、それに基づきまして、２７年８月から社会実験を開始しているというこ

とでございます。 

 最終取りまとめの概要といたしまして、次のページでございますけれども、上の重要事

項説明についてでございますが、ＩＴを活用しての説明を許容するということは、取引に

おける時間コストの縮減等の効果が期待できるという一方で、消費者が説明を十分理解で

きずトラブルが増加する等の懸念があるということで、このため、社会実験を行うことと

するということとされました。 

 その対象といたしまして、①賃貸取引、②法人間取引に限定するということになってお

ります。かつ、動画と音声を同時に双方向でやりとりできるシステム、テレビ会議等の使

用を要件とするということとされたところです。 

 ３点目でございますけれども、この社会実験の検証のための検討会を設けるということ

で、トラブルの発生状況等を検証し、問題がないと判断されれば、社会実験の対象であり

ます賃貸取引、法人間取引について、本格運用へ移行するということであります。また、

社会実験の対象となっておりません個人を含む売買取引につきましても、検証結果を踏ま

えて、社会実験または本格運用を行うことを検討するということとされております。 

 下の書面交付につきましては、一番下にございますように、電磁的方法による交付を法

令上可能とすることについて検討すべきとされたところであります。 

 続きまして、資料の３をご覧いただければと思います。この最終取りまとめを受けまし

て、現在実施しております社会実験の実施概要について、簡単にまとめたものでございま

す。 

 まず、社会実験の期間でございますけれども、２７年８月末から開始しておりまして、
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平成２９年１月末までということが期間になります。これは最終取りまとめのところで、

最終取りまとめから最大２年間とされているということを受けたものでございますけれど

も、下の米印にありますように、まず社会実験の開始後、半年に１回程度、検証検討会を

開催するということでございまして、その検証の状況によりましては、社会実験の期間を

これよりも短縮するということもあり得るとされております。 

 対象につきましては、先ほど申し上げましたとおり、賃貸取引と法人間取引ということ。

それから、社会実験においてはテレビ会議等、動画と音声を同時に、かつ双方向でやりと

りできるシステムに限ってということになっております。 

 こういった条件でやる社会実験につきまして、事業者の登録を行っております。社会実

験に参加する登録事業者を国交省で募集いたしまして、一定の審査を経まして７月末に公

表した事業者、２４６事業者で実施をしているというところであります。 

 次のページをめくっていただきますと、実際の社会実験において、どういう流れでやっ

ていくかと。登録事業者がそれぞれどういう責務を果たす必要があるかということについ

て、まとめたものでございます。最終取りまとめにおきまして、さらにブレークダウンし

たような部分も含めてガイドラインとしてまとめて、国交省で出しているものに基づきま

して書いております。 

 まず、ＩＴ重説を実施する前に、関係者の同意を事業者がとっていただく必要がありま

す。同意の相手方といたしましては、まず重説を受ける相手方でございますし、対象物件

がＩＴ重説の対象となるという意味で、貸主さん、それから売り主さんにも同意をとって

いただくということにしております。 

 それから２点目、説明の相手方が利用するＩＴ環境がＩＴ重説実施可能なものかどうか

の確認をする。それから重説書につきましては、事前に送付をしていただくというやり方

になっております。 

 それから続きまして、ＩＴ重説実施中でございますけれども、検証のために録画・録音

を実施していただくということになっております。それから、説明の前に宅地建物取引士

証を本人確認ということで提示をいただく。さらに、説明の相手方の本人確認もしていた

だくということになります。で、ＩＴ重説を実施していただくという形です。 

 さらに実施後につきましては、情報管理を徹底していただくということもあるんですけ

れども、実施の報告ということも求めておりまして、検証のために必要ということで、定

期的に、何回やりましたということですとか、あるいはトラブルがあれば随時報告いただ
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くということ、さらにアンケートをご協力いただくということでして、これが２段階でし

て、重説直後に行うもの、これが重説を受けた相手方と取引士、それから、重説から半年

後にその後のトラブル状況などについて、同じく説明の相手方と宅建業者、さらに貸主さ

んあるいは売り主さん、あるいは管理会社にもご協力いただくということになっておりま

す。その他、国交省への協力ということも求めているというところでございます。 

 続きまして、資料の４でございます。こちらが登録をいただいている社会実験に参画い

ただいている２４６事業者について、どういった事業者であるかというところについて集

計・分析したものでございます。時点としては、申請時点ということでございます。 

 １ページから見ていただきますと、まず宅建業の免許の種類ということでございますが、

大臣免許の方が５９社で２４％ということで、宅建業者全体の中での割合と比べますと、

若干大臣免許の方のほうが多いという構成になっております。 

 続きまして２ページでございますけれども、２ページが登録事業者の、何回宅建業の免

許を受けておられるかというところを見たものでございます。右に宅建業者全体のものが

ありますので、比較できるようにしておりますけれども、それと比べますと、まだ免許を

受けて更新を迎えていない、まだ１回目の免許のときという方が２９％ということで一番

多く、宅建業者全体の中での割合よりは多いということになっております。免許回次とい

たしましても平均４.３回ということで、宅建業者全体の４.９回と比べると、若干数字と

して若いという形になっております。 

 続きまして３ページ、地域別でございますけれども、本店所在地の分析をいたしますと、

関東地方５０％といったことになっておりまして、右側にあります全体よりは、少し割合

的に違うところもあるのかなと思いますけれども、下の三大都市圏とその他との割合でも、

大きくは違わないということは言えるかと思います。 

 続きまして４ページ、登録事業者の所属団体の状況でございます。上から全宅連の関係、

それから全日、ＦＲＫ、全住協、不動協という形で、それぞれこういった割合になってお

ります。 

 続きまして５ページでございます。ＩＴ重説に用いる機器・ソフトウエアの種類という

ことで、これはあくまで登録申請時点で予定されているものということでお聞きしている

ものです。左側、ＩＴ重説に用いる機器の種類ですけれども、パソコンが９６％と圧倒的

に多いということですが、複数選択としておりますので、そのほかにもタブレット端末で

すとか、あるいはスマートフォンといったものも入っているということです。 
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 それから右側、ＩＴ重説に用いるソフトウエアの種類ということもお聞きしております。

Skypeが一番多いと、半数近くという結果になっておりますけれども、続きましてＮＴＴア

イティのMeeting Plazaですとか、あるいはV-CUBEですとか、テレビ会議システムを挙げる

事業者も多いということと、３番目にありますHOME’S LIVEといったＩＴ重説向けに開発さ

れたようなものを使う予定というところもあるというところでございます。 

 資料２、３、４につきましては以上でございます。 

【中川座長】  ありがとうございました。 

 これが議事１ですけれども、各資料についての質問や意見は、後でまとめて意見交換の

時間に意見のやりとりをさせていただきたいと思いますが、一応この２、３、４をお聞き

した時点、今どうしてもという方がいらっしゃればと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、議事３ですね。社会実験の実施状況について、これも資料に基づきまして事

務局からご報告をお願いいたします。 

【奥田室長】  引き続きまして、資料の５、６、７をご説明させていただきます。 

 まず、資料の５を見ていただければと思います。社会実験のこれまでの実施件数をまと

めたものでございます。左上を見ていただきますと、月次別で出しておりますけれども、

合計といたしましては下の欄でございますが、法人間売買はゼロ件、法人間売買の仲介・

代理というのが２件、それから法人間賃貸の仲介・代理が３件となっております。圧倒的

に多いのが法人間以外の賃貸の仲介・代理ということで、これが１７８件、合計で１８３

件ということになっております。 

 下の累計の推移を見ていただくとわかりますように、最初のスタートしてすぐの８月、

９月、１０月、１１月あたりは、まだそれほど件数が増えていなかったんですけれども、

１２月以降、ある程度伸びを示してきているかなというところであります。 

 右側のところで、実施された事業者ごとの件数というのを出しているんですけれども、

一番右のところに全体の件数が書いておりますが、かなり事業者によって件数に幅がある

と。多いところですと６０件とか３０件前後とかされているところもある中で、多くは１

件、２件、３件という状況ということでございます。 

 続きまして、資料の６を見ていただければと思います。こういった事業者によって、か

なり実施件数というのも違いがあるんですけれども、実施件数が多い事業者に対して、ど

ういった取り組み状況をされているのか、あるいはＩＴ重説を含めて、どういった仲介業

務全体として進めておられるのかといったところについて、ヒアリング調査をしてまいり
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ましたので、その結果としてまとめております。 

 １ページの上に書いてございますように、顧客に対しましてＩＴ重説を勧めたりとか、

あるいは顧客に対して機器を貸し出したりとか、そういった積極的な取り組みをされてい

るというところが確認できまして、こういった取り組みが実施実績件数にもつながってい

るのかなと思われるところです。 

 具体的に簡単にご説明させていただきます。３社、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社としてヒアリング

をしておりますけれども、店舗数といたしましては、全体の店舗の中で幾つかをＩＴ重説

実施店舗とされているというケースでございます。それから、実際のＩＴ重説実施件数が

全体の取引の中で占める割合というのも、お聞きできる範囲で聞いておりまして、Ａ社さ

んにつきましては実施店舗、取引件数に対しての割合ということで出しておりますけれど

も、月によって違いますが、１割台から４割近くまでという割合になっているということ

でございます。 

 次の顧客へのアプローチというところが特徴的だと思うんですけれども、例えばＡ社さ

んでは、来店された全ての顧客に対してＩＴ重説を勧めておられるということ。Ｂ社さん

であれば、遠隔地であったり、再来店の日程確保が困難な顧客に対して推奨されていると。

Ｃ社さんにつきましても、遠隔地の顧客を中心に勧めておられるといった状況であります。

そのほかにも広報活動といたしまして、ホームページですとか、店内、店頭などで周知を

図られているということであります。 

 さらに、独自の取り組みのところでございますけれども、社内的にそのマニュアルをつ

くったりとか、実施される取引士さんへ研修したりといったこともありますが、顧客に対

しましても、例えばＡ社ですと、ＩＴ環境の整っていない顧客へは機器の貸し出しを行っ

ているということ。Ｂ社もそうなんですけれども、ｉＰａｄにつきまして無料貸し出しを

されているということ。こういった取り組みもされているということです。 

 さらに、独自の取り組みといたしまして、Ａ社の一番下のところにありますように、先

ほどありました貸主、売主に対しても、ＩＴ重説実施について同意をとっていただくとい

うことになっていますが、そういうのをあらかじめとっておくという取り組みをされてい

まして、空室に関しては事前に貸主同意書をとられているということでありました。 

 ＩＴ重説を実施しての感想といいますか、評価といいますか、を下に書いておりますが、

重説そのものに限っては対面とＩＴとで変わるものがないということですとか、あるいは

顧客との関係でいいますと、録画・録音とかアンケートが原因で断られるというケースは
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ほとんどないといったことを言われております。ただ、認知度を上げるための広報活動を

してほしいということでありました。 

 続きまして、２ページをご覧いただければと思います。この３社様のヒアリング結果に

基づきまして、フローという形でまとめているものでございます。一番真ん中のところが

重要事項説明、ＩＴ重説が入るところですが、その前段の物件選び、内覧の段階、申し込

みの段階と、その後の契約締結の段階も含めまして、フローとして書いておりますが、Ｉ

Ｔ重説自体を実施するという場合であっても、その前後の手続については、ＩＴ重説をす

るから非対面だというわけでは必ずしもなくて、対面・非対面、いずれの場合もあり得る

ということでございましたので、つなげる矢印を真ん中に書かせていただいているところ

であります。 

 そういった対面から、非対面から、どちらからもＩＴ重説に進むことがあり得るという

ことでして、フロー上を見ていただきますと、最初の物件選び等のところですが、対面の

ところ、一番下に書いておりますように、申し込み当日に重説を行えない場合ですとかに、

ＩＴ重説について説明をしているということですし、横の非対面のところの一番下でござ

いますと、こちらは非対面ですので申し込みをネット上で受け付けるわけですけれども、

メールとかで受け付けるわけですが、基本的には来店いただき、重説を実施するんだけれ

ども、遠隔地の顧客などに対しましては、勧める対象というのは各社によって違いはあり

ますが、ＩＴ重説について説明をするということで、こういった対面・非対面、いずれか

らもＩＴ重説に進み得るということになっております。 

 ＩＴ重説につきましては、所要時間２、３０分程度ということで、対面でやる重説の１

５～２０分程度というのと比べて若干長くなっているということであります。それから、

重説の一番下に書いておりますように、ＩＴ重説の場合は、重説をやった後に契約の締結

まで至らないケースというのが、今までのところはないというお話でありました。対面の

場合ですと、左にありますように５０件に１件程度、そういうケースがあるんだけれども

というお話でございました。 

 それからもう一つ、手続の中で、反社のチェックですね。反社会的勢力に該当するかど

うかというのを、どういう段階でチェックしているかということもお聞きしたんですけれ

ども、まず対面の場合ですと、最初の物件選び、内覧、申し込みのところの３点目にござ

いますように、容姿、やりとり、申込書記載内容から判断をされているということであり

ますけれども、非対面の場合ですと、まず物件選び、内覧、申し込みのところの３点目で
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ございますけれども、記載内容からまずは確認するということと、ＩＴ重説をする場合に

進みますと、非対面のところ、２点目でございますけれども、この場合でも画面を通しま

して、容姿、やりとりなどは確認できますので、そういった判断はしていますということ

でありました。 

 資料６につきましては以上でございます。 

 今の資料６につきましては、かなり積極的にやっておられる業者を対象としてのもので

すが、登録事業者全体としてはどういう状況にあるかということを確認するために、アン

ケートをとっておりまして、それをまとめたものが資料７でございます。 

 １ページを見ていただきますと、これは実施したのが１月時点ということになっており

まして、実験開始後から４カ月経過時点でどういう状況にあるかといったこと、それに対

応しまして、何か対応を検討しなければならないことがないかどうかという観点からも実

施したものでございます。 

 ２ページ目に進んでいただきますと、アンケートにご協力いただけたのが１７１社でし

たが、そのうちの約８割に当たります１３５社が、１月時点においてＩＴ重説を実施でき

る状況にあるというお答えでありました。反対に２割の方が、実施できる状況にはまだな

いという回答でありました。右側、実施できると答えた方の中で、実際にＩＴ重説を実施

した方の割合というのが、２３社ということで２割弱ということになっております。 

 続きまして、３ページでございます。ＩＴ重説を実施できる状況にないと言われた３６

社があったんですが、実施できない理由というのを確認しましたところ、ＩＴ機器の準備

ができていないというところが多かったというところでございます。今後の実施可能時期

ということにつきましては、右側でございます。平成２８年、今年の３月までにはという

事業者が６割弱ということです。めどが立っていないという事業者も１６社ということに

なっております。 

 続きまして、４ページでございます。次は、ＩＴ重説を実施できる状況にあるが、まだ

実施件数がないという事業者に、その理由を尋ねたというものでございまして、理由とし

て多く挙がったのは、顧客がＩＴ重説を望まなかったということでありました。６割弱と

いうことになっております。続きまして、顧客のＩＴスキルですとか、あるいは売主、貸

主に対する同意取得の問題というのを挙げる回答が多かったというところであります。 

 ただ、一番下に書かせていただいておりますように、同意書取得の問題につきまして、

これが課題だというお声はあったんですけれども、同意書をとっていないことが原因で、
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同意なしでＩＴ重説をしたことが原因でトラブルに発展するということを避けるために、

同意書取得は引き続き求めたいというのが国交省の考え方であります。先ほど資料６でご

説明しましたように、空室につきまして、あらかじめ貸主から同意をとっておくといった

取組事例もありますので、そういった取組につきまして登録事業者にも周知を図るなど、

工夫をしていきたいと思っております。 

 続きまして、５ページでございます。ＩＴ重説が実施できるという事業者の中で、顧客

に勧めた結果、断られた経験があるかということですが、半数ほどが断られた経験がある

ということでございまして、実施後のアンケートが煩雑、あるいはＩＴ環境が整っていな

い、録画・録音に抵抗があるといった理由が挙げられております。 

 こういったことに対しての課題という声が上がっていますが、下のところに書かせてい

ただいておりますように、アンケートにつきましても録画・録音に関しましても、検証の

ためということで、その意義などを含めまして周知を図って、協力を引き続き求めていき

たいと思っております。 

 続きまして、６ページでございます。登録事業者が顧客に対してどういう周知をされて

いるかということですが、興味を示された場合には紹介しているというのが３０％強とい

うことで、最多でございました。続きまして、重説前にはＩＴ重説を紹介している、ある

いは、特に何もしていないという回答も多かったというところであります。 

 続きまして、７ページでございます。今までご紹介した以外にも、こういった問題があ

りますというお声をいただいていることにつきまして、簡単にご紹介させていただきます。

一つはアンケートの問題でして、事業者側にとってもなかなかアンケートというのが負担

ですという話がありました。これにつきましては、ＩＴ重説を複数回実施される取引士さ

んもおられますので、一部簡略化できるところがないかどうかにつきましては、検討した

いと考えております。 

 続きまして、認知度が低いということにつきまして、お声は幾つかいただいております

ので、次のページでご紹介しますが、国交省としてもポスターの作成などを行っておりま

すので、引き続きこれについては取り組んでいきたいということでございます。 

 最後、登録事業者について、少ないのではないか、拡大してはどうかというお声もあり

ました。２月、３月の実施状況などを踏まえまして、４月以降に追加が必要かということ

は検討していきたいと考えております。 

 続きまして、８ページでございますが、こういった広報について取り組んでおりますと
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いうことのご紹介でございます。ホームページですとか、ポータルサイトの各機関、各会

社さんからご協力をいただきまして、広報を行っております。それから、ポスターも作成

をしております。 

 それから一番右、Yahoo！の意識調査を実施しておりますので、ご紹介させていただきま

す。広報と意識調査を兼ねて、Yahoo！ニュースのトップのところにこういう形であらわれ

るので、それぞれアンケートに答えていただけるような形で取り組んでみました。こうい

ったＩＴ重説について受けてみたいかという問いかけをして、４,０００票近くの回答があ

ったというところですが、受けてみたいとする回答は２割、やはり対面で受けたいとする

回答は８割ということでありました。 

 ただ、下のコメントのところで見ますと、書面は自分の目で見ないと危険とか、ＩＴ重

説のやり方、実際のところ、詳細までわかった上での回答じゃない部分もあるのかとは思

います。 

 以上でございます。 

【中川座長】  ありがとうございました。実施状況につきましてご説明いただきました。

このタイミングでぜひともという、何かご意見ございますでしょうか。 

 ございませんようでしたら、議事４、社会実験結果の検証についての資料に基づきまし

て、事務局から引き続きご説明をお願いいたします。 

【奥田室長】  続きまして、資料の８をご説明いたします。資料の８は３部に分けてお

りまして、最初が説明の相手方に対してのアンケート、２番目が宅建取引士向けのアンケ

ートということで、最後３番目に、それら全体をまとめての概要ということで作成してい

るものでございます。アンケートにつきましては、ＩＴ重説社会実験、先ほど件数のほう

では２月分までご紹介しましたが、アンケートのほうは１月まで実施分についての回収と

いうことになっております。 

 それから、これがアンケート結果のご紹介ですが、それに加えて、何かトラブルがあっ

たときには登録事業者から随時報告してくださいということにもなっていますが、そうい

ったトラブルの報告というのはまだないということを申し添えます。 

 では、資料８の（１）からご説明させていただきます。最初、１ページ、アンケート対

象ですとか質問項目、概要ということですので、飛ばさせていただきます。 

 ２ページのところで、まずＩＴ重説を受けられた方の属性などにつきましてでございま

す。男女比につきましては、男性３、女性１ということ。年齢層につきましては、２０代
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が４割弱と最も多くて、３０代から５０代までがそれぞれ１、２割、１０代が１割で、６

０代は少数だったと。それから、過去に重説を受けた経験があるかという点につきまして

は、ある・なし、ほぼ同数ということでございます。 

 続きまして３ページ、ＩＴ重説の利用動機ということでございますが、店舗まで行く負

担を節約できると考えたからというのが、３分の２ということで最多。そのほか、仕事や

病気のためとか国外にいるため、店舗に行くことが困難ということも合わせますと、４分

の３の方が店舗に行かなくて済むことを理由とされているというところです。 

 続きまして４ページですけれども、利用環境といたしまして、まず端末でございますが、

説明の相手方のほうですと、スマートフォンが約６割ということになっております。パソ

コンが約３割です。それに伴いまして、利用した回線につきましては、スマホ・携帯の回

線、Ｗｉ－Ｆｉなどを含めましてモバイル用の回線が７割ということ。固定回線は３割強

というところです。 

 それから５ページ目、事前に送っております重説書につきまして、読んだかということ

でございますけれども、一部あるいは全て読んだという方が８割強ということでございま

して、読んだ方のうち９割弱が、内容をおおむね理解したという回答でありました。 

 続きまして６ページ、内覧を行ったかということでございますが、８割強の方が内覧を

しているということです。事前に内覧を行わなかった２割弱の方に対して、対面で重説を

受けた場合であれば内覧をしたかどうかということを聞いていますが、そのうちの約６割

の方は、対面重説であったら内覧を行ったという回答でありました。 

 続きまして、７ページでございます。こちらが実際のＩＴ重説の実施状況についての設

問でございます。まず、取引士証を確認できたかという話でございますが、９割の方が十

分できたということでございまして、一部確認できないというのは約１割ということです。

確認しにくかった理由としては、映像のピントというようなことが挙がっております。 

 続きまして、８ページでございます。取引士の表情が確認しやすかったかということで

すけれども、９割弱は確認しやすかったということで、確認しにくかったは約１割。しに

くかった理由としては、機器の画質や画面サイズといったところが挙げられています。 

 続きまして、９ページでございます。聞き取りやすさはどうであったかということです。

約８割が全体を通じて十分聞き取れたということで、全体を通じて、あるいは一部聞き取

りにくかったという回答は約２割となっておりまして、その理由としては、雑音が入った

り途切れたりしたというようなことでございました。 
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 続きまして、１０ページでございます。自身の理解状況について、取引士に十分に伝え

やすかったかどうかということでございます。十分に伝えることができたというのが９割

弱の方、わからない点をそのままにしたというのはごく一部、１％に満たないという結果

でございました。 

 続きまして１１ページ、質問のしやすさについてです。しやすかったとの回答が全体の

７割強ですが、質問する必要がなかったという方も１５％いらっしゃいますので、その方

を除けば、質問するつもりがあった方のうちで９割が、質問しやすかったということにな

っております。しやすかった理由としては、対面上の威圧感などがなかったというような

声がありました。 

 続きまして、１２ページです。図表を用いた説明のわかりやすさということについて聞

いております。８割強が全体的にわかりやすかったということでございます。わかりやす

かった理由としては、オンライン上で図面の確認ができたとかいうことですが、わかりに

くかった理由としては、画面上の図面の映像が見にくかったということが挙げられており

ます。 

 続きまして、１３ページも図表に関してでして、図表に関して質問がしやすかったかと

いうことでございますが、６割の方が質問自体をしていないということでございまして、

図面に関する質問がうまくできたという回答は、全体の中では３分の１ということでござ

います。ただ、質問をしなかった方を除けば、そういった回答者の９割に当たる方が、う

まくできたということでございました。 

 続きまして１４ページ、実施中のトラブル状況ということでございます。まず機器のト

ラブルについて、約３割で生じたということでございまして、音声トラブル、映像トラブ

ル、回線系のトラブルといった状況となっております。 

 続きまして１５ページが、その他機器のトラブルの有無あるいは苦情の申し出というこ

とです。こちらはほぼないという状況であります。 

 続きまして１６ページで、ここからがＩＴ重説自体に対しての評価的なことの質問にな

ります。まず、取引士に対して求める姿勢ということですが、説明や資料の示し方を工夫

してほしいという回答が３分の１ということと、資料を映すとき、あるいは取引士自身が

映る際に、きちんと映るようにしてほしいという回答が３割で続いているということです。 

 続きまして、１７ページです。ＩＴ重説について便利であると思う点をお聞きしたとこ

ろ、９割の方が店舗を訪問する必要がない点ということを挙げられています。続いて、対
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面上感じる威圧感、緊張感がないという回答もありました。それから、不便であると思う

点につきましては、約４割の方が特にないという回答でして、続きまして、機器やシステ

ムを使うため、準備等の負担が大きいという回答が３割という状況になっております。 

 続きまして１８ページでございます。過去に対面での重要事項説明を受けた経験のある

方に、対面での重説とＩＴ重説と、理解のしやすさについて比較を尋ねたというところで

す。こちらにつきましては約半数の方が、理解のしやすさは同程度という回答でありまし

た。対面での重説のほうがわかりやすいというのが、それに続いて約４割、ＩＴ重説のほ

うがわかりやすいというのは１割という状況であります。 

 続きまして１９ページで、今後ＩＴ重説を利用したいかという利用意向についてです。

約半数の方は利用したいということでありました。約４割がどちらでもないということで、

利用したいとする理由としては、ほとんどの方は店舗に出向く負担がないというところを

挙げられております。続きましては、録画・録音されるというところが挙げられておりま

した。 

 以上が（１）、説明の相手方へのアンケート結果でございます。 

 続きまして（２）で、取引士に対してのアンケートのご紹介をいたします。こちらもす

いません、１ページは割愛させていただきまして、２ページでございます。説明を実施し

た取引士の実施回数ということでございますが、登録事業者の数としては、これは１月ま

での時点ということですので、３１事業者。取引士自体は４９人ということでございます

けれども、１回だけ実施しているという方が３２人で一番多いのですが、複数回実施され

ている方も、２回で８人、３回で２人という形で多くて、６回以上は６人おられる。最多

実施回数としては、２３回という方もおられたという状況であります。 

 続きまして、３ページでございます。取引士側の利用環境についてですけれども、利用

端末としては、ほぼ全てがパソコンであったということで、準備状況としてはスマホを挙

げる声もあったんですけれども、実際使われているのはパソコンが圧倒的多数ということ

です。利用回線につきましても６割強が、これはブロードバンド回線となっておりますが、

固定のブロードバンド回線が多いというところでございます。ですので、全体として固定

回線が９割強ということでございます。 

 続きまして、ソフトウエアのところ、４ページでございます。ＩＴ重説に用いられたソ

フトウエアといたしましては、約半数がHOME’S LIVEということ、続いて２割でV-CUBEとい

うことで、テレビ会議ソフトウエアというところが多くなっております。ですので、Skype
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を挙げられる方は少数であったと、５％ほどであったというところであります。 

 それから、５ページでございます。ここからが実際の実施状況に関する設問でございま

す。最初、場所の話でございますが、異なる都道府県にいる相手方に対してＩＴ重説を行

ったと、都道府県をまたいでの重説だったというケースが６割ということで多かったとい

うことです。同一の都道府県内というのが４割でございます。相手方が国外にいるという

ケースもごく一部、２件ございました。それから、３割が共同媒介だったということでご

ざいます。 

 続きまして、６ページでございます。対象となった物件につきましてですが、土地のみ

のケースはなくて、建物のみが５割ほど、続いて区分所有建物というのが４割強というこ

とになっております。完成物件がほぼ全てを占めていたということでございます。 

 続きまして、７ページでございます。これがＩＴ重説の時間でございますけれども、要

した時間としては、３０分以上６０分未満のケースが半数となっておりまして、３０分未

満のケースが４割と続いております。グラフを見ていただきますと、右側９０分以上とか、

６０分以上９０分未満というのも若干あるということですけれども、売買２件ありました

が、そちらにつきましては４０分と６０分ということで、それほど長い部類にはなってい

ないということでございます。 

 それから、営業時間外にＩＴ重説を実施したケースというのも２割弱ありました。ＩＴ

重説を分割して、何回かに分けて実施をしたケースというのは、なかったという結果でご

ざいます。 

 続きまして、８ページでございます。説明の相手方の身分証を確認するということにつ

きまして、十分確認できたかどうかということです。十分確認できたというケースが約８

割、できなかったというのはごく一部ということでございます。ＩＴ重説の時点では身分

証の確認を行っていない、それ以前の内覧とかの時点で行われているということだと思い

ますが、そういう回答も２割弱ということでした。確認しにくかった理由としては、ピン

トが合っていないという回答が多いというところです。 

 続きまして９ページでございます。こちらは相手方の表情の確認ということです。確認

しやすかったというのが９割弱、確認しにくかったというのは１割ということでありまし

て、相手が下を向いていたというのが理由としてはあると。あるいは、画質とか画面サイ

ズとかというところが理由としては挙がっているということです。 

 続きまして１０ページが、聞き取りの状況でございます。聞き取りにくいことはなかっ
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たというケースが９割、聞き取りにくいことがあったというケースが１割ということで、

その場合は雑音が入ったり途切れたりしたということでありました。 

 続きまして１１ページですけれども、説明の相手方の理解状況の確認をどうしていたか

という問いですが、説明の途中で相手方に対して理解状況を確認して、理解度合いを把握

するようにしたという取引士さんが、約６割という状況でございます。 

 続きまして１２ページでございます。説明内容が相手方に対して伝達されていたかどう

か、その伝達度合いについての認識を問うたものでございますけれども、全体を通じて十

分相手方に伝わったと思うという回答が約９割、やや伝わりにくかったというのが約１割

ということで、伝わりにくかったと思う理由としては、相手方の理解状況の把握がしづら

いとか、聞き取りにくいという指摘を受けたとか、そういった回答でありました。 

 続きまして、１３ページでございます。こちらは図表の資料について、理解状況をどう

認識されているかを聞いたものですけれども、全体的に理解が得られたと思うというのが

９割弱ということでありまして、理解が得られたと思われる理由としては、図表の説明自

体が難しくなかったからという回答が多かったというところです。 

 続きまして１４ページです。こちらは全体を通じての説明のしやすさについての設問で

ございます。全体を通じて説明しやすかったという回答が約８割、やや説明しにくかった

というのが２割となっております。説明しにくかった理由としては、説明箇所の指示が難

しかったというようなことが多かったということです。 

 続きまして１５ページ、トラブルの有無です。機器のトラブルにつきましては、先ほど

と同じですけれども、約３割で生じたということで、音声、映像、回線系というところが

挙げられております。 

 続きまして１６ページは、その他のトラブルです。これはほぼなかったということでご

ざいます。 

 さらに、１７ページからが、ＩＴ重説に対する評価に関する質問となっております。こ

ちらにつきましては、何回かＩＴ重説をされている取引士さんがおられますので、そうい

った方も含めて全ての方に対して、まず初回の、第１回目ＩＴ重説を行ったときの回答と

いうのをまとめたものを、上のグラフで示しておりまして、何回か行われている方につい

ては、複数回実施した最後のときの回答というのを集計したものを、下のグラフとしてお

ります。 

 まず、１７ページにつきましては、説明のしやすさについての質問でございます。ＩＴ
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重説を初めにやったときにつきましては、対面でのほうが説明しやすいという回答が３分

の２と、多いということでございます。同程度というのが３割、ＩＴ重説のほうがという

のはごく一部でございますが、２回以上実施した後でございますと、同程度であるという

回答が３分の２ということで、一番多くなるという変化が見てとれます。対面のほうがと

いうのが４分の１、ＩＴのほうがというのが１割ということでございます。 

 続きまして１８ページ、こちらは理解を得やすかったかどうかということについてです。

こちらも初回の、第１回目の実施後においては、対面でのほうが、理解が得やすいという

のが約半数、同程度が４割強ということなんですけれども、２回以上実施した後になりま

すと、同程度であるという回答が８割と多くなるということ。それに続いて対面、ＩＴ重

説がそれぞれ１割というように変化が見てとれるということになっております。 

 同じく１９ページにつきまして、こちらは相手方の理解状況の把握のしやすさについて

の質問です。こちらにつきましても、初回時においては対面でのほうが把握しやすいとい

うのが６割と多く、同程度というのが３割という形なんですけれども、２回以上実施した

後でございますと、同程度であるというのが約４分の３と多くなるという変化となってお

ります。続きまして対面が２割、ＩＴはごく一部ということになっております。 

 続きまして２０ページからが、便利であると感じた点、不便であると感じた点です。取

引士さんについては記述式で答えていただいているというところであります。まず２０ペ

ージ、便利であると感じた点ですけれども、来店不要であるということなど、顧客側のメ

リットが多く挙げられたということでございます。事業者側のメリットといたしましては、

サービスの幅が広がる、仕事のスケジューリングの観点など、幾つか挙げられたというと

ころでございます。 

 続きまして２１ページでございますが、不便であると感じた点でございます。機器など、

あるいはシステムなどの取り扱いに関する不便さというのが多かったということで、その

ほか運用上の不便さ、社会実験に伴う不便さということが挙げられております。全体とい

たしましては、通信環境に関するトラブル発生時、それに対応する際の不便さということ

がご意見として多かったというところです。 

 最後、２２ページでございますけれども、その他ご意見、ご感想などということを寄せ

ていただいております。例えば最初ですと、ＩＴ重説の場合、相手方も対面でない分、理

解しようという姿勢に感じたというご意見でございます。２点目は、思ったより時間がか

かってしまったということ。３点目は、顧客の反応などは対面のほうがわかりやすいけれ



 -21-

ども、ＩＴ重説でも十分理解はいただけるということ。その他といたしましては、インフ

ルエンザとかＳＡＲＳとかが流行したときには、ＩＴ重説はとてもいいのではないかとい

うご意見でした。 

 続きまして、（３）で全体をまとめているものですけれども、繰り返しになりますので、

説明は基本的に省略させていただきます。 

 ２ページのところ、実施状況として説明の相手方、取引士、それぞれ並べて全体をまと

めております。双方とも身分証、表情の確認、聞き取り、あるいは理解状況、伝達などに

ついても、おおむね問題なく実施、８割、９割が問題ないということになっております。 

 それから４ページです。評価ということにつきましては、来店不要である点を評価する

ということが多くて、今後の利用意向にもつながっていると。不便ということについては、

使用機器、通信環境の関係。対面との比較については、双方ともＩＴと重説と同程度とい

う回答が多いということで、取引士の場合、回数を重ねると同程度という声が増えてくる

ということでございます。 

 最後、５ページの下のところを見ていただきますと、今後につきましてでございますが、

まず実施事例の積み重ねを引き続き進めまして、分析を行っていきたいということでござ

います。今回は単純集計、単純な分析だけをご紹介しましたが、実施事例を増やしました

ら、クロス分析などを含めましてご紹介していけるようにしたいと思っております。 

 加えまして、ＩＴ重説半年後に実施するアンケートの回収も進めてまいりますので、そ

こで把握しましたトラブル発生状況とか、録画・録音データの活用状況などにつきまして

も集計・分析をしていきたいということでございます。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

【中川座長】  ありがとうございました。 

 それでは、社会実験について、それから実施した結果についてご説明いただきましたの

で、これから１時間弱をかけてご意見、ご質問のやりとりをさせていただきたいと思いま

す。 

 それでは、順番にというのもありますけれども、手を挙げて、何でも結構ですので、ご

質問、ご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。お願いします。 

【関委員（小木曽代理）】  新経済連盟の小木曽でございます。中川先生が最初に社会実

験は画期的なことだとおっしゃってましたが、今、アンケートの話もあって、これはすご

く参考になるなと思っています。我々は非対面でコミュニケーションをとるときにどうな



 -22-

のかということについて、検討会の過程ではかなり理念対立的なところもあったと思うん

ですが、実際はどうなんだというところが、まさに今回のアンケートで出てきたんじゃな

いかなというところであります。 

 私としては、全体を聞かせていただいて、事業者、消費者、それから宅建取引士の方、

全体を合わせて、対面と非対面ということで質的な差というものがあったということはな

いのかなと思いました。対面だと十分に説明できて、非対面だと説明ができないという二

項対立の話ではなくて、対面でも非対面でも説明の方法によって十分説明できるという、

ごくごく常識的なことが全体のアンケートで明らかになったのではないかと認識をしてお

ります。 

 おもしろかったのは、消費者の方から、例えば対面の威圧がなくてよかったとという意

見もありました。非対面はしぐさや表情がわかりにくいという指摘が検討会ではありまし

たが、消費者の答えでは真逆の答えもあって、取引上のしぐさや表情がわかりやすかった

ため、質問のタイミングがわかりやすかったというようなこともありました。これはアン

ケート、実際の調査をして初めて明らかになったことですが、事業者側だけではなくて、

消費者の方からこの声が出ているというのが、非常に重要な話だなと思いました。 

 なので、私の意見としては、少なくとも賃貸についてはもう社会実験をやめて、本格運

用していい段階、今までのトータルとして評価を下していいのかなと思っております。 

 別途、法人間の売買のところは、確かに件数自体がないので、最後に追加募集の話があ

りましたけれども、やはり追加をしたほうがいいんだろうなと思います。登録をされてい

る事業者でも、まだ追いついていなくてこれからやりますというところがあります。逆に

言うと、登録していない方で前の募集のときには間に合わなかったという方も潜在的にか

なりいらっしゃるんじゃないかなという気がしているので、もう一回追加募集をしてやる

べきかな、と思っています。 

 あと最後、すいません、個人的な話をすると、私は実は最近引っ越ししまして、ある不

動産会社を使ったのですが、これは名誉にかかわるので言いませんけれども、案内はして

いただけなかったですね。だから、せっかく登録されている不動産会社でも、現場のほう

に必ずしも伝わっていないのかなというところがあって、そこら辺も周知徹底みたいなこ

とですね。もちろん、しなきゃいけないものじゃないのですけれども、せっかく登録され

ているのであれば、ちゃんと現場の末端にも伝わっているような形になっていると、もっ

とより件数が増えるのかなという気がしました。 
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 以上でございます。長引いてすいません。 

【中川座長】  どうもありがとうございます。１点目で、全体的に私もポジティブな評

価かなと思っています。ただ、賃貸についても評価してもいいということについては、い

ろいろご意見あると思いますけれども、半年後に、使ってみて説明の結果とどうだったの

か、そういうものもビルトインされていますので、これはまだそういう状況ではないのか

なという気が私はしています。 

 それから追加募集は、小木曽さんはしたほうがいいというご意見、これはほかの委員か

らもご意見を伺ってみたいなと思っています。 

 それから、３点目の案内というのは、要するにＩＴ重説の案内がということですね。 

【関委員（小木曽代理）】  そうですね。現場に。 

【中川座長】  わかりました。それは国交省としても、ポスターとかで広報に努めてい

ただくということでもありますので、各団体の方々とか、あるいはここの委員に来ていた

だいている方々も、ぜひそういった広報にご協力いただければと思っています。 

 事務局から何かつけ加えるようなことってありますか。 

【奥田室長】  最後の広報といいますか、店頭で勧めてもらえるかどうかということに

つきましては、資料６でご説明しましたような、かなり積極的に取り組まれているところ

であれば、全てのお客様に対してというのもあるんですけれども、かなり事業者によって

対応方針というか、どういう方にお勧めするかというのは違うのかなということで、そこ

はいろいろなご判断もあるかと思いますので、必ず全てのお客様に対してお勧めしていた

だきたいとまでは、なかなか言いづらいのかなと思います。ただ、せっかくそういう取引

をされる機会がある方が、ＩＴ重説をそもそも知っておられるかどうかというところで、

ＩＴ重説は使えないんですかということも、そちらから言っていただけるかどうかという

違いも出てくると思いますので、そういった意味で、登録事業者が店頭で張っていただけ

るようなポスターとか、そういうところで全体的な認知度を高めるという工夫はしていき

たいと思っております。 

【中川座長】  ほかにいかがでしょうか。じゃ、土田さん、村川さん、どうぞ。 

【土田委員】  ありがとうございます。私がざっと拝見しましたところ、参加している

事業者の数が非常に少ないということで、これは、また追って追加募集という形は、私も

ぜひやっていただきたいということと、それから、事業者の参加の登録の免許の回数を見

ますと、比較的若い、特に１回の事業者が多いということは、おそらく取ってすぐに始め
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られている、比較的取り組みやすい事業者と思っています。むしろ回数が古い、いわゆる

老舗の不動産事業者のご参加も、ぜひ必要と思っています。 

 それと、あともう一点は、当初私たちがＩＴ説明を家族の中で聞くという想定も、一応

当初は考えられましたが意外と消費者はスマートフォンということが多いということで、

事業者のほうはパソコン、参加される消費者のところはスマートフォンという形が多いよ

うで、これは個人の消費者参加者の属性が、おそらく独身の男性、ひとり暮らし、もしく

は女性のひとり暮らしという形であるのではないかということも含めて、その辺も少し検

証していただきたいと思っております。 今のところはそれだけです。 

【中川座長】  おっしゃるとおりだと思いますけれども、家族形態って聞いているんで

したっけ。 

【奥田室長】  それはないです。ただ、一応声として、すいません、資料に載せなかっ

たのですけれども、家族と一緒に聞かれているようなので、リラックスされているように

感じましたという事業者の声は、一部ありました。 

【中川座長】  ありがとうございます。 

 じゃ、村川さん、お願いします。 

【村川委員】  すいません、これはアンケートの中で、わかれば、で結構なんですけ

れども、資料６の１ページに、積極的にＩＴ重説に取り組んでいただいた業者さんの

Ａ社、Ｂ社、Ｃ社の表がございますが、その中にＩＴ重説の実施件数というところで、

全体取引件数の割合が各社さんで書いてあり、一番下のところにＩＴ重説を実施して

というところで、録画・録音やアンケートが原因でＩＴ重説の実施を断られるケース

はほとんどないと言っていらっしゃいます。実施件数の割合を見ると、かなりの方が

何らかの形でＩＴ重説じゃないものを選んでいらっしゃるということなんですが、こ

の理由というのは何か、アンケートの中でわからないのでしょうか。 

 録画・録音とかが原因で断られるケースはほとんどないと言っていらっしゃるんで

すけれども、いろいろなところでいろいろな業者さんにお聞きしたりすると、これで

断られるケースが結構多いという話も聞いています。ここでは「ない」とおっしゃっ

ているので、じゃあ断られる理由は何なのかなというところがわかればと思います。 

【中川座長】  お願いします。 

【奥田室長】  手元に詳しいものがないのですが、拒否されたということもあるかもし

れませんが、対面で例えば申し込みに来られているのであれば、その流れでその日に重説



 -25-

ができるのであれば、してしまうですとか、あるいは契約のときにすぐ来られますという

ことであれば、そのときにあわせて重説も受けますとか、あえてＩＴ重説を選ばなくても

いいという方も、それなりにいるんじゃないかなという気はいたします。 

 確かに録画・録音で断られるというのが、ほかの事業者の声では多かったのですけれど

も、この３社の声としては、そういうことはないですというお話でありました。 

【中川座長】  確認のために、すいません、取引士へのアンケートで、何で断られたの

かというのはどこに書いているんでしたっけ。書いていなかったんでしたっけ。 

【奥田室長】  先ほどの質問の関係ですか。 

【中川座長】  要するに、３社への詳しいヒアリングじゃなくて、アンケートの結果と

して、何で断られたのかとか、何で選ばれなかったのかというのは、結果としてはなかっ

たんでしたっけ。 

【奥田室長】  資料の７で、５ページですね。顧客に断られた経験があるかということ

で、断られた理由について、事業者にお聞きしている中では、アンケートの話、ＩＴ環境

の話に続いて、録画・録音に抵抗があるので断られたというのが３０％ということです。 

【中川座長】  だから、すごく積極的にやっていらっしゃる３社ではほとんどなかった

と言われているけれども、全体の相場観としては３割。これは何に対する３割なんだろう。 

【奥田室長】  ＩＴ重説を実施する準備は整っているんだけれども、ＩＴ重説を実際に

顧客に勧めて断られた経験がある事業者の中の３割。 

【中川座長】  なるほど。このくらいの方は、録画・録音に対しては抵抗があると言わ

れたというところですね。わかりました。 

 ほかに。じゃ、沢田さん、どうぞ。 

【沢田委員】  ありがとうございます。社会実験及び付随するアンケートのまとめ、大

変お疲れさまでした。興味深く伺いました。 

 皆さんおっしゃっているように、非常にポジティブな結果が出ているということで、前

の検討会のときに慎重意見が出ていた項目と照らし合わせてみると、おもしろいかなと思

い、３点ぐらい考えてみました。一番大きかったのは、理解度の問題ですね。非対面だと

理解が対面よりも進まないんじゃないかというご懸念がありましたが、これにつきまして

は、今回のアンケートでほぼ払拭されたと思っていいのではないかと思います。 

 操作が不慣れという問題がありますけれども、慣れていけばお互いに上手になっていく

と思いますし、機器等の技術的な問題に関しては、技術的に解決が可能だと思いますので、
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本質的な問題ではないということで。小木曽さんもおっしゃっていましたけれども、対面

と非対面の間で本質的な差はなく、むしろＩＴのほうがうまくできるケースも、それはま

だ事例としてはたくさん挙がっているわけではないですが、あるかもしれないという可能

性が見えたという点が、１点ですね。 

 二つ目に、ご懸念としてたくさん挙がっていた事項が、「なりすまし」だったと思います

けれども、実験をやってみると、それは全然杞憂だったとわかったのではないかと思いま

す。よく見える、見えないの話はありましたけれども、対面で何とか証を提示するのに対

して、画像を通じて提示したほうがなりすましが増えるというのは、想像の中だけの世界

だったと思っております。なので、この懸念も解決しました。 

 それともう一つ、ＩＴでの説明を認めてしまうと、物件を見ない人が増えるのではない

かとか、不動産屋さんの側でも、どんな人が借りに来るのか一度も会わないことになって

しまうといったご懸念もありました。これは先ほどご説明いただきましたように、重要事

項説明の前と後のプロセスはきちんと分けられていて、事前に見るべきときは見に来るし、

契約の段階もあるので、重要事項説明を非対面で行うかどうかとは関係ない。重要事項説

明の段階でも画像を通じて、どんな人か確認することもできる。ということがわかりまし

た。本来であれば内覧を何件かするプロセスがまずあって、次に一回おうちへ帰ってから、

重要事項説明を送ってもらってゆっくり読んで、納得した上で契約をするというのが理想

的な３段階だと思いますので、アンケートの中で、重要事項説明の後すぐに取引を完結で

きないのはデメリットであるかのようなご意見があったのは、逆に問題かなと思ったりも

しました。本来そこはきっちり分けられて、段階的になっているべきと思います。 

 何を申し上げたかったかというと、事前に懸念されていた点のほとんどは、実験によっ

て払拭されたのではないかということです。ということは、これも全員強制とか言ってい

るのでは全くなく、ＩＴで説明を受けたいという人と、ＩＴで説明が可能だという人が実

施することを、積極的に禁止する理由は全くないということがわかってきたと思います。

方向としては、これで本格運用にということだと思いますが、まずは、いろいろガイドラ

インで縛っているところが残っていますので、それを少しずつ緩和していって、早目に本

格運用に持っていくということではないかと思います。 

 それにつきまして、すいません、まだいいですか。２点あるんですけれども、一つは、

社会実験であることそのものによる事業者の負担を減らさなきゃいけないと思います。一

つは貸主さんの同意という点が挙がっていました。もう一つは、お客さんにアンケートを
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書いてもらったものを、紙かファイルかわかりませんけれども、web上に転記するところが

大変だと。それは全くおっしゃるとおりと思うので、社会実験の設計の段階でも意見を申

し上げましたけれども、お客さんが直接webでアンケートの回答ができるような形にできな

いものでしょうかというのをご提案したいと思います。 

 それと、本格運用に向けてキーになるのは、録画・録音のところかと思います。録画・

録音に抵抗があるというお客さんもいたり、録画・録音がされるからこそハッピーだと思

う人もいたりということで、ここはかなり事業者の説明の仕方にかかってきているのでは

ないかと思います。何のために録画・録音をするのかというところの認識が、多分共通に

できていないのではないかなと思います。 

 あまり長くなりますので、この辺で一旦切らせていただきます。ありがとうございます。 

【中川座長】  沢田先生の最初のアンケートの評価って、そのとおりかなと思うんだけ

れども、実験で業者さんの負担を軽くするというときの、貸主への同意をとるということ

については、本格運用に当たってはそこの部分を少し考えたほうがいいんじゃないかとい

うご提案？ 

【沢田委員】  そうですね。 

【中川座長】  わかりました。客のアンケートのwebの転記というのは、直接アンケート

をこれからwebで転記させたほうがいいんじゃないかと。 

【沢田委員】  転記というか。 

【中川座長】  ごめんなさい。入れられるようにしたほうがいいんじゃないか。 

【沢田委員】  直接アンケートに回答できるほうがいいんじゃないかと思います。 

【中川座長】  ということですね。わかりました。録画・録音についても、すいません、

時間の関係上、短く切っていただいたんですけれども、それは要するに、本格運用のとき

にどういうメッセージの伝わり方をするかということだから、それもこの委員会でという

ことかなとは思うんですけれども、そういうメッセージの伝え方みたいなのを考えたほう

がいいということですね。 

【沢田委員】  そうです。 

【中川座長】  特にアンケートでお客さんからwebで直接入れるということについては、

お答えいただいたほうがいいと思うんですけれども、どうなんでしょうか。 

【奥田室長】  当初の設計段階から、こちらとしてもできるだけ、書くご負担を減らす

ために、そうできるならしたい、という思いはあったんですけれども、いろいろ追いつか
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なくて、こういう形になってしまっているというところです。声としては上がっているの

は認識しておりますが、いろいろ先立つものとかの関係もあって、できるだけ、また引き

続き検討はしたいとは思いますが。 

【中川座長】  お願いします。 

【加藤委員】  全日の加藤でございます。私は今回登録事業者の中で、全日が７５社お

りまして、そのうちの１社でございます。私もこういった役をやっている以上、登録しな

ければということで、知り合い業者を通じて３社で申し込みをして、３社とも登録事業者

になっております。 

 実際に今日のアンケートをいろいろ拝見させていただいている中、そしてまた資料を拝

見させていただいている中で、これはぺらの紙なので、資料５ですね。資料５の実施状況

という部分を見たときに、皆さん見ておわかりだと思うんですけれども、ほぼほぼこの３

社に尽きているんですね。３社だけが、正直申し上げて、ものすごい数をやっていらっし

ゃるというところなんですね。 

 そして、全国の不動産業者は十数万からありまして、登録事業者が少ないというのも、

私も同意見でございます。追加募集もするべきだと思っております。ですからサンプリン

グとしては、まだこれで結論づけるには厳しいのかなという感じがします。 

 そして、私も当事者であるということで、やっている中で、まず第一に、ＩＴ重説とい

うものの周知が、まずお客様自体にも少ないです。お客様にこちらから説明をします。Ｉ

Ｔでできますよということを言うと、「そうなの？」ということで、そこで初めて知るとい

う方が、正直言ってかなり多いです。もうちょっと知っていらっしゃる方も中にはおりま

すけどね。 

 そして、最初の社会実験であるための同意関係ですね。一通りお話をさせていただきま

す。いわゆるＩＴ重説の重要事項をさせていただくわけですね。その際にアンケートをお

願いしますということで、「いいですよ、アンケートぐらいでしたら協力しますよ、社会実

験ですから」ということになります。そして、いろいろ話をしていく中ですと、録画・録

音というところでネックになるお客様が、うちの場合はほとんどでございます。 

 お客様の中には、ＩＴ重説ということで、例えばYouTubeにアップロードされているよう

なものを自分で見ればいいんですかという理解の人もいます。そこで双方向でやるなんて

いう意識はないと思っているんですね。そしてまた、録画・録音というのは、自分が映り

込むという意識を持っていらっしゃらない方が圧倒的に多いです。ワイプ画面で私も映る
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んですかという質問が来るんですね。そうすると、もちろんそうでございます、私の顔も

映ります、お客様のお顔も映りますよと。そして、音声も全て録音されますよということ

を言うと、そこで引かれます、実際には。 

 ですから、この３社の中で、これは資料７ですね。先ほど村川先生からもお話あったよ

うに、ほとんどの顧客に対して勧めているという回答があったり、そしてまた、やってい

る中で、どの程度ＩＴ重説の重要事項をきちんと説明していらっしゃるかというのは、私

自身がやっていながら、ちょっと疑問に思っております。実際にこうなりますよというこ

とをしっかり説明しているのかどうか、私自身は正直言って疑問符です。 

 インターネットは非常に便利だと思っております。私も非常に活用しておりますので、

こういったものが安全そして安定的に継続して解禁になるのであれば、それはそれでいい

と思うんですが、インターネットというのは皆さんご存じのように、便利なようでも怖い

ものというのが非常にあるんですね。まして自分がそこに映り込んだものがインターネッ

トの中で、業者さんがハードディスクに保存していますよということを言ったとしても、

お客さんにとっては自分の顔がインターネットを通じて録画・録音されたということ自体

に抵抗を覚える方が、正直言って圧倒的に多いというのが、私自身のやっている中での結

果でございます。 

 そして、先ほどお話ありましたアンケートの関係ですね。webで書き込みできるというシ

ステムについては、私は導入すべきだと思っております。でないと、アンケートの紙をプ

リントして、お願いしますと出せば、目の前で書く人が本音を書けるかどうかという判断

だと思います。ＩＴ重説を終わった後で、例えばネガティブなことをそこに書けるかどう

かということを考えた場合に、皆さんがもしお客さんとして、その場で出されたときには、

さほどのものは書けないんじゃないかなと思っております。 

 ですから、この集計結果についても、私自身は実際どうなのかなと。ただ、受けた以上

は、特に問題なかったということで、さっさっさと書く人が多いんじゃないかなと思いま

す。むしろ、落ちついてwebで書き込みできる、例えばＩＴ重説をした番号か何かで確認で

きるようにしておいて、名前はなくてもいいと思います、無記名でいいと思いますけれど

も、webアンケートという形でゆっくりした形でやられるというのが、私は望ましいのかな

と思っております。 

 実際に社会実験の登録としてやっておりまして、正直まだ、うちはそんなに支店を持っ

ているような大きな店舗ではないので、数的には、アンケート的には非常に少ないんです
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けれども、ただ正直申し上げて、１件もまだＩＴ重説はやっておりません。そして、うち

のほうは常にできるように、機器等はスタンバイはしております。ですから、登録業者向

けのアンケートにも回答させていただいておりますけれども、同じようなことを書かせて

いただいております。 

 以上です。 

【中川座長】  ありがとうございます。webで入れられるようにするというのは、お金が

ないと言われたら、それでおしまいなんですけれども、少し考えていただいたほうがいい

かなと思います。 

 じゃ、この順番で。 

【杉谷委員】  すいません、今、１つ伺いたいことがあるんですが、ＩＴ重説の場合に

録画・録音するというのは、本格運用された後も、ずっと録画・録音されるということな

んでしょうか。 

【中川座長】  それは多分、しないことも含めて、最終的にどういう運用をするかとい

うのは、この場か違う場かわかりませんけれども、検討することになると思いますが、違

う答えであれば。 

【奥田室長】  先生おっしゃるとおりでして、今回は社会実験ということで、その検証

のためという目的もあって、必ず全件ということになっておりますけれども、本格運用の

際は、まさにご議論、ご検討いただくことかと思います。 

【杉谷委員】  ありがとうございます。今、録画・録音がＩＴ重説の一つのハードルに

なっているという議論があったのですが、もしそれらが本格運用された際に義務づけられ

るものではないのだとすれば、録画・録音を理由に、ＩＴ重説にはやはり抵抗が強いと結

論づけるのは、おかしいのではないかと思いましたので、質問させていただきました。 

 ついでに私の意見も少し述べさせていただきます。まずこの社会実験のアンケートの結

果を拝見しまして、非常にポジティブな評価が出ているなという印象を持ちました。私は

ふだん実験を自分でもよくやるのですが、こういった初めての試みについて、どうですか

と感想を聞きますと、大体皆さん、前のほうがよかったと答えることが多いです。それに

比べると、対面の重説とＩＴ重説と、どちらのほうがやりやすかったかというアンケート

で、同じぐらいという意見が初回からほぼ半数ぐらいあったという結果は、非常にＩＴ重

説がやりやすかったという評価になっていたことを示すものと解釈できるように思います。 

 やはり、慣れの問題は大きいと思います。取引士さんのアンケート結果で、２回目にな
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ると格段に「やりやすい」という意見の比率が伸びていることなども拝見しますと、回数

を重ねていくと、いつかＩＴ重説のほうが対面の重説を逆転することもあり得ると思いま

す。今後の分析においては、初回なのか２回目なのか、それとも回数が増えていくと、評

価がどんどん上がっていくのか等、相関分析も可能だと思います。 

 もう一つは、今質問させていただいた点と関連するのですが、今後の分析では、ＩＴ重

説自体の不便さ・便利さと、社会実験に伴う不便さ・便利さを、きちんと分けて考えるべ

きだと思います。例えばアンケートが面倒だとか、録画・録音が嫌だという意見は、ＩＴ

重説自体の不便さとは分けて考えないといけないと思います。 

 最後に、もし今後、アンケートを改善する機会があるのであれば、ＩＴ重説が本格運用

された際に向けて、実際にＩＴ重説された取引士さんたちが、こういうふうに説明すると

わかってもらいやすかったとか、書類を画面に映すときはこういうふうにすると向こうに

伝わりやすいんだとか、対面の時とは説明をこういうふうに変えてあげると良いとか、ち

ょっとした工夫のアイデアみたいなものを同時に集めておくと、本格運用の際に役立つと

思いました。 私からは以上です。 

【中川座長】  ありがとうございます。 本橋さん。 

【本橋委員】  まず、よく話に出ております件数の話なんでございますが、首都圏レイ

ンズの賃貸の成約件数というのは、大体月に２万件ですか、登録が２０万件ございます。

これを見ていますと、大体１月、２月で４０件前後なんですけれども、その０.２％ぐらい

のものを、どう理解するかということと、参加業者は２４６ですか、レインズが６万６,

０００ですから、やはり０.２％程度が参加業者と実績と、先ほども出ておりましたが、そ

のうちのほとんどを３社の方がおやりになっているということで、実態でいきますと、私

の感覚でいくと、実はあまりニーズがないんじゃないかというのが正直なところ、一番最

初に感じました。 

 それで、何でないかというのは当たり前なんですけれども、今まで出たように、まず最

初に案内するときにおやりになって、多分このＩＴ重説をやったとしても、また契約をし

て、現金の授受をして、鍵の引き渡しをして、何回か会うわけで、あえてＩＴでやらなく

てもチャンスは何回もあるので、普通の取引でやるとそこでやって、それが普通の業者の

流れだなと思っております。 

 また、特に先ほど出ていましたファミリーとか家族のある方は、例えば学校とか、生活

利便施設とか、何回も来てお聞きになりますから、余計お会いするチャンスはたくさんご
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ざいまして、そこだけＩＴでやるというニーズは、実際やっていますと、あまりないんじ

ゃないのかなというのが本音でございます。 

 ですから、それに比べて、ご存じのように賃貸というのは１２月、１、２、３がピーク

で、こんな三角になるような商売でございまして、あとは一気に減ってしまうんですね。

今は一番ピークのときで、この程度ですと、やはりあまりないのかなというのと、逆に今

やると、私ども不動産業者の負担が多過ぎるということで、しかも何回もお会いするチャ

ンスがあるので、あえてそこにこだわらなくてもいいのかなというのが、実際周りの皆さ

んとか現場を見ていての感想でございます。 

 ただ、やる方があれば、それはそれでもいいんですけれども、実際ここの部分だけＩＴ

でやるというのも、正直言ってよくわからなかったなというところでございます。 

 以上です。 

【中川座長】  大半の人にやっていただくというよりは、やりたい人にやっていただく

ものだと思うので、ニーズの量で判断するというよりは、やりたいと思っていて、やって

もらったところで、非常に大きな問題があったかどうかということを、多分検証するもの

なので、ニーズの多寡というよりは、少数でもやりたい、やってもいいと思う人たちの中

で検証しているというのが、今回の実験の意味だと思います。 

 ただ、おっしゃるように、業者さんの中で３社さんが突出しているということについて

は、それがほんとうに代表するサンプルになっているのかというのは、実験のクレディビ

リティーみたいな話につながると思うので、前からいろいろな委員からも意見があります

けれども、追加募集というのはやったほうがいいかなと。私はそんな感じを持っています。 

 小林委員、どうぞ。 

【小林委員】  小林です。先ほどからお話があるように、対応している対象といいます

か、業者が少な過ぎるので、中身的にはポジティブになるのだろうと思いました。 

 それで、まだここで実験を終了するというのは、ちょっと早いんではないのかなと考え

ます。この報告の中でも、改良するべき点が多々あるんだろうと思います。この中にも、

スマートフォンをお使いになっている方が結構おいでになる。スマートフォンは画面が当

然小さいですし、その画面の画質といいますか、細部が見えないというご意見もあったよ

うに、あまり多くなかったんですけれども、こういう不具合も出てくるので、やはりパソ

コンで対応してもらうような形のほうがいいのか、あるいはスマホでも見える方は見える

のかもしれないんですが、その辺が疑問を感じたところでございます。 
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 ちょっと気になったのは、前にもお話させていただいたんですけれども、内覧をしない

で、一度も物件を見ないで、重説をしたからといって契約が完了したわけじゃないので、

契約をするまでに、また見ているのかもしれませんけれども、１７％弱の方が、重説を受

ける前に内覧をしていないと。これはちょっと気になった点です。 

 このまま契約まで行ってしまうということになると、貸主さんの了解といいますか、こ

れは我々が貸主さんを説得して、ＩＴの重説で済ませますよということに関して、仮に見

えない人も、契約するとは限らないかもしれないんですけれども、重説までしますという

のは、貸主さんの不安をあおるという気もするので、これは業者の、私どもの仲間の身内

の話なので、内覧をしないでやってしまうというのは、我々協会としては会員に、これは

慎んでいただくように対応してもらうしかないと考えておりますけれども。 

 それから、質問しやすかったという意見もあるんですけれども、これは質問といいます

か、説明の仕方にも多分よるんだろうと。対面でやっていても、別にそんな威圧的な説明

をいつもしているわけではないんで、もう少しフレンドリーにやっているつもりですから、

たまたまこの中にお答えいただいた方については、ＩＴの重説を積極的に利用したいとい

う方、特に見ていると、遠方の方とか多忙の方が多いんだろうと思いますけれども、その

方たちの感覚なので、そういう意見が出てくるんだろうと。これは説明の仕方で、対面で

も別に改良はできるんだろうと考えます。 

 機器のトラブルというのはちょっと気になったんですね。特に音声が聞き取りづらかっ

たというのが５０％ぐらいの方がいたので、要するに伝達手段、機器の指定とか、あるい

は改良とかが、ある程度必要なんじゃないかと。現状のままでいくと、重説でトラブルが

起きるということは後々まで響くことですから、大変大事なことなので、この辺は、今日

の結果をもって実証実験は中止をして、いよいよ本番に入るという考え方は、時期尚早だ

ろうと考えました。 

 以上です。 

【中川座長】  ありがとうございます。説明がリラックスしてできたというのは、別に

威圧的な説明をしていたというよりは、家族の中で、家で聞いたのでという解釈をしてい

ますので。だと思いますけれども。 

【小林委員】  そうですか。この答えはそういうふうには思えないですけどね。家族が

いたから安心したとは書いていなかった。 

【中川座長】  ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 
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【大村委員】  東京都の大村です。この実験が始まったときに、私ども地方自治体の不

動産業関係のところにも問い合わせなどがあるかと思っていましたが、そういった関係の

問い合わせは、今のところございません。 

 結果を見させていただきますと、件数が少ないので、それだけ我々のほうに問い合わせ

が来る確率というのも相対的に低いのかなとは考えていますけれども、この段階で結論を

すぐどうこうというお話というよりは、事業者を追加していただいて、件数も増やして、

もう少し精度を高めたほうがいいのかなと考えております。 

 あと、先ほども出ましたけれども、通信回線のトラブルが３割ぐらいあったということ

ですが、この結果、説明が中断したという事例はあるんでしょうか。もしわかれば教えて

いただきたいんですけれども。 

【中川座長】  お願いします。 

【奥田室長】  特段そういう、きっちりその結果、どうしましたかという設問はしてい

ませんので、そこまでは把握していません。トータルとして、でも全体では理解しやすか

ったというのが多かったという、そういうのとあわせて理解するのかなと思っております。 

【大村委員】  回線のトラブルがあったけれども、結果的に最後まで継続できて、契約

まで行けましたよというのであったらいいんでしょうけれども、例えば何らかのトラブル

があって、その結果、そこで打ち切って、例えば対面に切りかえたとか、そういった事例

がもしあれば、教えていただければと思いました。 

【中川座長】  もしもお答えいただけるなら。 

【奥田室長】  すいません、そういう機器のトラブルなどが原因で中断したとかいうこ

とがあれば、随時の報告でいただくことになっていまして、それは今のところ来ていない

ということです。 

【大村委員】  ありがとうございます。あと、もし今後できればとっていただければと

いうのが、ＩＴ重説で契約した物件の属性がどういうものかというのがもしわかれば、教

えていただければと思います。 

【中川座長】  アンケートに入っているんだっけ。入っていない？ 

【大村委員】  例えば、土地つき一戸建てなのか、あるいは賃貸で、個人は当然賃貸で

しょうけれども、その賃貸でも例えば学生向き、単身向きの物件だったとか、あるいは投

資用物件なのかとか、そういったものがもしわかれば、教えていただきたいと思います。 

【中川座長】  じゃあすいません、ひとまず答えてください。 
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【奥田室長】  今、物件の状況というのは、簡単に取引士のほうの６ページぐらいの種

別で聞いておりますので、おっしゃったような詳しさまでは求めていないというところで

すので、負担との兼ね合いもありますけれども、そこは検討いたします。 

【中川座長】  ありがとうございます。 

 小木曽さん、どうぞ。 

【関委員（小木曽代理）】  先ほどから録音・録画のところで、多分、立場は皆さん違う

のですけれども、何となく録音・録画をとっていることに対する違和感というのは、それ

ぞれの立場は全然違うと思うんですけれども、共通するというのがあったと思います。そ

もそも論を聞くんですけれども、今、録音・録画をとられて、何をされているのかなと。

要するに、検証にほんとうに必要かどうかというところで、必要がないのであれば、とら

ないことにしてやっていくほうがいい。 

 私は、検証の件数が少ないからだめだと必ずしも思わないんですが、件数が少ないとい

うことが問題になるのであって、録音・録画をとるというところがかなり支障になってい

ると皆さんおっしゃっているところがあるのであれば、そこはなくしてもいいんじゃない

か。逆に言うと、今すごくそれを使って活用して、今回の評価のペーパーになっていると

いうのであれば別なんですけれども、そこを教えてください。 

【中川座長】  お願いします。 

【奥田室長】  すいません、録画・録音してどうでしたかという結果は、今のアンケー

トには入っていなくて、６カ月後のアンケートの中で、その録画・録音したものを、何か

トラブルがあったとかのときに活用しましたかというのは聞くことにしています。ですの

で、ＩＴ重説で録画・録音が容易になる、それを使うことによってトラブルを抑止すると

いう方向にも行くんじゃないかという検証というのは、一つ要素としてはありますけれど

も、全数やらなければいけないのかとかいうところは、確かに論点としてはあるのかなと

は、ご議論を聞いていて思いました。 

 ただ、そういう録画・録音の効果とは別に、ＩＴ重説の社会実験ということで、社会実

験の検証のために、何かあったときに、ほんとうに言った、言わないの話にならないよう

に、全体を録画・録音しておくというのも、一つ要素としてはあるのかなとも思いますの

で、そこはご意見いただければと思います。 

【中川座長】  どうぞ。 

【沢田委員】  もしかしたら、私はこの件に関しては少数派かもしれませんが、今おっ
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しゃっていただいたように、録画・録音は将来のトラブルを防止したり、紛争が起こった

ときにそれを早期解決したりするために、かなり重要な要素になると思っておりますので、

どちらかといえばやめるのではなくて、本格運用のときも、できるだけ録画・録音します

という方向に、強制するかどうかはともかく、持っていくほうが望ましいと私自身は思っ

ています。 

 以前の検討会のときにアメリカの事例をご紹介いただいたことがあったと思うんですが、

アメリカでＩＴの活用が最も積極的に評価されている理由の一つが、記録が残るというこ

とだと伺いました。日本において現在起こっているトラブルは、説明したら説明したで、

紙は残るものの、説明の状態というのは残らないわけですから、それによって起こってい

るトラブルを、記録を残すことによって軽減することができるということを、本来の録画・

録音のメリットとして挙げるべきだと思いますし、そのようにお客様にも説明していただ

くのがいいのではないのかなと思います。 

 その上で、デメリットの部分ですね。何となくの気持ち悪さと、もう一つは情報漏えい

のリスクかと思います。この２つのマイナス面について、どういう手当てができるかとい

うのが問題になると思います。残しておくのがメリットといっても、ただ残しておけばい

いということではなくて、それがどのタイミングで、誰に対して開示されるのかとか、本

人、取引相手であるお客様が見たいと言ったら見られるのか、事業者だけが見られるのか、

第三者に開示するのかという、そこのルールを早く決めておいたほうが、６カ月後の検証

の際にも、それを織り込んで、この後の実験を続けていただいたほうがいいのではないか

と思っています。 

 例えばの話ですけれども、賃貸住宅のトラブルということで、国民生活センターで出し

ている事例を見ていますと、退去するときに原状回復の義務がありますと。必ず壁紙を張

りかえているから、まだきれいなんだけど申しわけないねと言いながら、高い金額を要求

されたとか、その手の話が多いわけですね。そういう話を聞くと、重要事項説明のときに

どんなふうに説明されていたのか、聞きたくなるじゃないですか。何と書いてあるかもさ

ることながら、どんなふうに説明して、どんなふうに納得しているのか。もしかしたら説

明されていたけれども、忘れちゃっているのかもしれないし、全く説明がされていなかっ

たかもしれない。ということを、トラブルについて検証するためのものだと私自身は思っ

ています。そうであれば、実験の間、半年間とかという話ではなく、契約が終了するまで

本来は持っておくべきではないのかなと。 
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 誰に対して開示するかとか、どんなふうに保管されるかといったことについても、本来

は重要事項説明を受けていただく際に、その時点で映像については個人情報の直接取得に

なるかと思いますので、利用目的をきちんと開示しておく必要があると思います。取得の

段階から考えて手当てをしなければいけないので、今のうちに考えておいたほうがいいん

じゃないかという意見です。 

 以上です。 

【中川座長】  熊谷さん。 

【熊谷委員】  アンケートを非常に興味深く見させていただきました。実は私自身も、

先ほど加藤委員がおっしゃっていましたけれども、この委員をやっていてテレビ会議シス

テムを知らないのもまずかろうと思いましたので、昨年の夏からテレビ会議システムを契

約しまして導入しました。遠隔地のクライアントといろいろやりとりをしています。 

 あくまでも個人の感想ですが、非常に便利だなとは思っております。電話でのコミュニ

ケーションと比べると、はるかにコミュニケーションの密度が高くなるということはあり

ます。画像がついていることによって、音声と画像と同時にやりとりをするということに

より、コミュニケーションが非常に密になるというのは、実感として感じております。 

 どこまで複雑な案件をそれでやっているかというと、そこまで複雑な案件はやっている

わけではないのですが、それにしても、コミュニケーションのツールとしてこういったテ

レビ会議システムを活用していくということには、非常に意味があるんだろうなと思いま

す。対面と非対面で大きく何か違うかというと、そこまで違わないのではないかなという

のが私個人の実感であります。 

 そんな中で、私はこういったＩＴ重説の関係の研修のようなものを求められて、今こん

な話が出ているんですよということを講演などで話をすることが何回かありました。その

感触でいいますと、一般の宅地建物取引事業者の方で、ＩＴ重説に興味を持っている方が

非常に少ないというのが、まずあるかと思います。非常に少ないという意味は、知らない

ということも含めてなんですけれども、こういう取組があるということを知らない事業者

も非常に多いので、そこは何らかの形で広めていってもいいのではないかなという感じは

いたします。 

 ただ、実際に広めたところで、その事業者たちがＩＴ重説を積極的にやるかどうかとい

うことを言うと、そこはよくわからないなと思っています。それはなぜかというと、この

テレビ会議システムというものが、まだ宅地建物取引の事業者の中のインフラとして定着
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していないからだろうと思います。ですから、ＩＴ重説に限って使えるシステムみたいな

話にすると、別に使わなければいいじゃないかという話にはなってしまいます。もう少し

積極的に業者の方にも捉えていただいて、コミュニケーションを密にするためのツールと

して、こういったテレビ会議システムのようなものを積極的に使うというような、雰囲気

といいますか、動きといいますか、そういうものが起きてこないと、なかなか難しいのか

なとは思っております。 

 若干話は違いますが、ＩＴ化が進むこと自体はもう避けられないというところはあるわ

けでありまして、高度情報化社会に対応するというのは２１世紀の不動産業ビジョンにも

入っていた対応ですので、それは何かしなければいけないわけです。そういった中で、例

えばAirbnb社を挙げるまでもなく、多分、仲介ということ自体がＩＴに取ってかわられる

ということ自体が、だんだん進行してきている昨今でありますので、リアルな仲介業者の

方がコミュニケーション手段として何をするかということは、実は真剣に考えなければい

けなくて、こういったテレビ会議システムのようなものというのも、いろいろ試行錯誤は

あるんでしょうけれども取り入れていくということが、リアルな仲介事業者の方がＩＴに

負けずに生き残る一つの解決の方法なのかなとも思っています。 

 そういう意味では、積極的にそういったものを使っていって、そういった土壌があって

初めて、じゃあ次にＩＴ重説というものをやりましょうという話になるんだと思います。

したがって、まずはコミュニケーションツールとしてさまざまな手法があるんだというこ

とを、広く業界内で周知するということが必要なんだろうなと思っています。 

 あわせてなんですけれども、これは新経済連盟さんにもお願いなんですが、多分そうい

ったものを知らない事業者に対して、こんなことができるんですよということを広めてい

く、ある種のビジネスチャンスでもあるので、そういったところというのはむしろ積極的

にやっていかないと、この取り組み自体は進んでいかないんだろうなと思います。 

 でも逆に、そういったものが進んでいくと、自然とＩＴ重説もやろうという雰囲気にも

なるんではないかなという気はしていますので、そこは業界と、それからＩＴ事業者の方

と、双方それぞれ頑張っていただくということが必要なんだろうと思います。その上で、

この追加の参加事業者ということはやっていくべきではないかなと思いますので、この二

百六十数社に限らず、もう少し拡大してやっていただければいいかなと思います。 

 それから、録画・録音の関係ですけれども、社会実験の間に入れなければいけないとい

うのは、私はそのとおりだろうと思います。検証可能性という観点から、これは入れるべ
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きだろうと思います。社会実験が終わった後、どうするかということに関しては、沢田委

員のご提案は非常に心引かれるものがあるわけでありまして、そういった形にするという

のも一つの方法だろうと思います。 

 ただ、いろいろやり方はあるので、偏面的に、例えば消費者の側の録画というものを、

ある種認めるような、要するに消費者が認めれば、消費者が録画したものを持つという形

のものにするであるとか、逆に事業者では持たないで、ＣＤ－ＲＯＭのような形にして消

費者に渡すであるとか、最終的な検証手段として消費者の側が持っておけばいいという考

え方もあり得るかと思うので、そこはいろいろ柔軟に制度設計はすればいいと思います。 

 以上です。 

 

【中川座長】  宗さん。 

【宗委員】  全体としては、ニーズはあまりないけれども、あまり問題なさそうかなと

いうのは読み取れると思うんですが、１点だけご注意いただきたいのは、先ほど沢田先生

もおっしゃっていましたけれども、退去のときのサンプル数が、この間に集まるかどうか。

入居のときのサンプル数が少ないというのはあると思うんですけれども、退去のときにト

ラブルが多く起きるというのが実態としてあるので、そのときにまで行かないと、説明方

法の評価がつかないということがあると思うので、次回調査してみましたと、そうしたら

退去人数がまだ２人ですということになると、さすがにこれは評価不能ということになり

かねないので、賃貸の場合における退去時のデータを客観的に皆さんでちゃんと見ましょ

うというところは、一つあるかなと思いました。 

【中川座長】  ありがとうございます。非常にいろいろな積極的なご意見をいただいて、

熊谷先生がまとめていただいたみたいな感じがしますけれども、基本的にはもう少し実験

が必要だということなので、継続していただきたいと思います。そのときに、録音・録画

はハードルではありますけれども、大切なツールでもありますので、これは続けていただ

くと。 

 それから、追加募集、それからweb入力につきましては、少し実施上のコストはあります

けれども、前向きにこれはご検討いただきたいと思います。 

 それから、回線のトラブルにつきましても、ご心配の方が結構いらっしゃいましたので、

アンケートに追加するというよりは、少しヒアリングといいますか、追加的に、もう少し

詳しい状況をご調査いただけるような形にしていただければと思います。 
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 大体そんな感じだと思いますが、是非にというのは何かいらっしゃいますか。どうぞ。 

【稲葉委員】  日管協から来ております稲葉でございます。今日初めて参加させていた

だいております。賃貸の協会ということで、一言だけお話をさせていただきますと、今、

すごくいい論ができていると思いまして、当初この社会実験が始まったときに、我々が現

場を見ていると、何がネックだったかというと、まさにえっという部分で、やりたいんだ

けれども、録音・録画しなきゃいけない、あるいはアンケートがものすごく負担になると

いうのは、最初から現場の話では出ていたんですが、社会実験なので、これはしようがな

いなと思っております。 

 サービスとして考えたときに、遠方者で来店できない人、あるいは一回田舎に帰って相

談してこなきゃいけない人が、何件か見たうちの１件を押さえたいといったときに話をす

るのには、遠方でこのシステムを使って重説をするということは、非常に効率のいいこと

だと思います。原則は、対面を望む人にはその方法でいいんですけれども、そういったと

ころで使っていくということは、非常に今後の中では宅建業者といいますか、管理業者に

しても、仲介業者にしても、非常にやりやすいと。あくまでサービスの一つとして位置づ

けていきたいなと私は個人的には考えています。 

 それから、今後、６カ月のときのアンケートの分析をされるということなんですけれど

も、ぜひ、もしトラブルがあった場合に、それが果たしてＩＴだからのトラブルなのか、

そうでないのかという見きわめを、しっかりしていただきたいと思います。 

 もう一点だけ、現場の声を聞いていますと、録画・録音で断られるというのも確かにあ

るんですけれども、重説をする側の取引士のほうがＩＴにたけていないというのは確かに

あるんですね。ですから、我々会社としてはそういう教育を含めて、できやすい体制をと

っていくということをやっていかないと、なかなか進まない部分もあるのかなというのは

感じております。 

 いずれにしろ、サービスとして求めているお客様に対するそういうサービスという考え

方を持って、進めていければいいかなと思っております。 

 すいません、以上です。 

【中川座長】  ありがとうございます。 

 それでは、もう時間が参りましたので、最後に事務局より、今後の予定についてご説明

いたします。議事進行を事務局に戻したいと思います。 

【奥田室長】  では最後、資料９に基づきまして、今後のスケジュールにつきましてご
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説明申し上げます。 

 本日３月１８日、第１回検討会ということでございます。半年に１回程度、検証のため

の検討会ということが最終取りまとめでもありましたので、さらに６カ月後のアンケート

を回収していくわけですが、それの回収が今回ご紹介した件数について大体回収し終わる、

集計し終わるということも考えますと、次回９月ごろ、第２回ということを予定させてい

ただければと思います。 

 その後につきましては、社会実験終了予定が１月末ということでございますので、１月

末の後、２月ごろ第３回、３月に最終取りまとめ公表という案で置いております。こちら

につきましては、検証の状況によって社会実験期間の短縮があり得ますので、その場合に

は、これに対応しての変更ということも当然あり得るということで書かせていただいてお

ります。 

 以上です。 

【事務局】  それでは、本日の第１回ＩＴを活用した重要事項説明に係る社会実験に関

する検証検討会を閉会とさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、ありがとうございました。 

 

── 了 ── 


